
中学生の税についての作文コンクール表彰取扱要綱 
 

平成 ７年８月２９日区長決定 
平成１０年８月２０日一部改正 
平成２５年１１月１日一部改正 
平成２７年１０月２３日一部改正 
平成３１年４月１日一部改正 

 
（目 的） 
第１条 次代を担う少年少女に対して、早くから税金に対する意識の高揚を図るため、 

全国納税貯蓄組合連合会及び国税庁が主催する「中学生の税に関する作文」コンクール

において、成績が優秀な者に表彰を行う。 
 
（審 査） 
第２条 総務部長、教育委員会事務局次長及び総務部長が指定する者が、別紙１の審査

基準をもとに審査し、板橋税務署長及び板橋都税事務所長と協議調整のうえ、受賞者を

決定する。 
 
（表 彰） 
第３条 表彰は、区長賞１名及び教育長賞１名とし、賞状（別紙２様式）及び記念品の

授与をもって行う。 
 
（表彰の時期） 
第４条 表彰の時期は、板橋税務署長、板橋都税事務所長及び板橋納税貯蓄組合連合会

会長と協議のうえ決定する。 
 
 付 則 
 この要綱は、平成７年９月１日から施行する。 
 付 則 
 この要綱は、平成１０年９月１日から施行する。 
 付 則 
 この要綱は、平成２５年１１月１日から施行する。 

付 則 
 この要綱は、平成２７年１０月２３日から施行する。 

付 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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